
 1 / 2 
 

各 位 
2026 年 4 ⽉ 24 ⽇ 

上場会社名 トミタ電機株式会社        
代表者⽒名 代表取締役社⻑  神⾕ 陽⼀郎  
（コード番号 ６８９８)           
問 合 せ 先 管理本部総務課⻑ 福⽥ 実    

（ＴＥＬ ０８５７−２２−８４４１）     
 

財務報告に係る内部統制の開⽰すべき重要な不備に関するお知らせ 

 
当社は、⾦融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本⽇、中国財務局に提出い

たしました 2026 年 1 ⽉期の内部統制報告書において、開⽰すべき重要な不備があり、財
務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たます。 

 
記 

 
１．開⽰すべき重要な不備の内容 

当社の財務報告に係る内部統制の評価の結果、2026 年 1 ⽉期の有価証券報告書に含まれ
る連結財務諸表等の注記事項のうち、前連結会計年度の記載について、複数の誤りが監査法
⼈の監査の過程で判明し、当該誤謬の修正再表⽰を⾏うとともに、注記情報（過去の誤謬の
修正再表⽰）の記載を⾏いました。 

具体的には、前連結会計年度の注記事項（リース取引関係）、（⾦融商品の時価等に関する
事項）及び、（税効果会計関係）に係る記載の誤りについて、監査の過程で指摘を受けまし
た。 

これらの誤謬を当社の決算・財務報告プロセスにおいて発⾒できなかったことについて、
財務報告に与える影響が⼤きく重要性が⾼いと判断し、開⽰すべき重要な不備として認識い
たしました。本件は、開⽰に関する専⾨性や知⾒が不⼗分であったこと、また、開⽰に関す
るチェックが不⾜していたことが主な要因です。 
 
２．事業年度末⽇までに是正できなかった理由 

当該開⽰すべき重要な不備が、当事業年度の末⽇以降に実施された監査法⼈による監査
の過程で判明し、当該事実の判明が当事業年度の末⽇以降であるため、当事業年度の末⽇ま
でに是正が終了しておりません。 
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３．開⽰すべき重要な不備の是正⽅針 
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、再発防⽌に向けて、以下の改

善策を実施してまいります。 
有価証券報告書作成に必要かつ⼗分な会計基準の適切な把握、及び、会計基準等の変更へ

の的確な対応が重要であると認識しており、監査法⼈への積極的な照会など外部専⾨家の
適切な活⽤の他、各種セミナー等への参加、会計税務専⾨誌の購読や専⾨書による各種情報
収集を⼀層強化してまいります。また、注記事項の作成に関する業務⼿順の再検証を通じて
当該業務⼿順の改善を⾏い、有価証券報告書作成に係る決算・財務報告プロセスの整備及び
運⽤の強化を図ってまいります。 
 
４．連結財務諸表に与える影響 
 上記の開⽰すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて連結財務諸表に適切に
反映しております。 
 
５．連結財務諸表及び財務諸表の監査報告における監査意⾒ 
 無限定適正意⾒であります。 
 

以上 
 


